
 

 
 

② 四半期決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項 

 

・ 以下の内容は、原則として、四半期第１号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準）（特

定事業会社においては、四半期第５号参考様式を使用する連結財務諸表作成会社（日本基準））を念頭

において記載しています。連結財務諸表非作成会社（日本基準）、ＩＦＲＳ適用会社及び米国会計基準

適用会社の場合は、参考様式ごとの取扱いについて定めのある項目を除き、これに準じて作成してく

ださい。 

 

〔全般〕 

開示事項 開示・記載上の注意 

追加情報の記載等 ・四半期決算短信（サマリー情報）には、参考様式に定める内容のほか、ハイラ

イト情報など投資者の投資判断上有用な情報を、任意で追加することができま

す（各項目の欄外若しくは「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記

事項」欄に記載又は３ページ目を追加して記載してください。）。 

・原則としてすべての情報が２ページ内に納まるようにしてください。 

ページ番号等の表示 

 

・四半期決算短信（サマリー情報）にページ番号、目次、ヘッダー情報を付す必

要はありません。 

ロゴマーク等の表示 

 

・自社ロゴマーク等を表示することができます。 

・公益財団法人財務会計基準機構に加入している場合は、１ページ目の右上に会

員マークを表示してください。 

※未加入の場合には、会員マークを表示することはできません。 

勘定科目の変更 

 

・参考様式に記載されている勘定科目が自社の勘定科目に存在しない場合は、こ

れに相当する勘定科目を記載してください（例えば、「売上高」に代えて「営

業収益」を記載するなど。）。 

端数等の処理 ・百万円単位で表示する場合は、百万円未満を切捨てすることとしていますが、

百万円未満を四捨五入しても差し支えありません。 

・銭単位で表示する場合は、銭未満を原則として四捨五入してください。 

・％（パーセント）で表示する場合は、小数第一位未満を原則として四捨五入し

てください。 

前年度に係る数値の記載 

 

・前年度に係る数値については、会計方針の変更や表示方法の変更、誤謬の訂正

等（遡及修正等）を反映させた数値を記載してください。 

当四半期からＩＦＲＳを適用す

る場合 

【第３号参考様式の場合】 

・当四半期からＩＦＲＳを適用する場合は、「業績予想の適切な利用に関する説

明、その他特記事項」においてその旨を記載してください。 

・連結経営成績における前四半期欄及び連結財政状態における前年度末欄につい

ては、ＩＦＲＳに基づく数値を記載してください。 

当四半期にＩＦＲＳによる前年

度の連結財務諸表を併せて開示

する場合 

【第３号参考様式の場合】 

・当四半期において、ＩＦＲＳにより前年度の連結財務諸表を開示する場合は、

上記「（当四半期からＩＦＲＳを適用する場合）」の対応を取ることに加え、前

年度の決算短信（サマリー情報）（通期第３号参考様式）を開示してください

（当該決算短信は第１四半期決算短信においてのみ開示することとし、第２及

び第３四半期決算短信での開示は不要です。）。 

 

〔表題等部分〕 

 

（参考様式抜粋） 



 

 
 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

配当支払開始予定日 ・決算発表日現在における当四半期連結会計期間末を基準日とする配当の支払開

始予定日を記載してください。 

・配当支払開始予定日が未定の場合は、「未定」と記載してください。 

・当四半期連結会計期間末を基準日とする配当を行わない場合は、「－」と記載

してください。 

  

 【第５号参考様式の場合】 

【第６号参考様式の場合】 

【第７号参考様式の場合】 

・決算発表日現在における当中間期末を基準日とする配当の支払開始予定日を記

載してください。 

・配当支払開始予定日が未定の場合は、「未定」と記載してください。 

・当中間期末を基準日とする配当を行わない場合は、「－」と記載してくださ

い。 

四半期報告書提出予定日 ・決算発表日現在における四半期報告書の提出予定日を記載してください。 

四半期決算補足説明資料作成の

有無 

・四半期決算に係る説明会資料などの四半期決算補足説明資料の作成（作成を予

定している場合を含む。）の有無を記載してください。 

四半期決算説明会開催の有無 ・四半期決算に係る説明会の開催有無（開催を予定している場合を含む。）を記

載してください。 

※必要に応じて、説明会の対象者の種別を「四半期決算説明会開催の有無」の右

側に記載してください。 

 

〔連結経営成績及び連結財政状態〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

開示対象期間 ・連結経営成績は、当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間につい

て記載してください。 

・連結財政状態は、当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末の状況につい

て記載してください。 

  

 【第５号参考様式の場合】 

【第６号参考様式の場合】 

【第７号参考様式の場合】 

・連結経営成績は、当中間期及び前年中間期について記載してください。 

・連結財政状態は、当中間期末及び前連結会計年度末の状況について記載してく

ださい。 

１株当たり指標 ・１株当たり指標は、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号）に基づき算出した数値を記載してください。 
  

 【第３号参考様式の場合】 ・基本的１株当たり四半期利益及び希薄化後１株当たり四半期利益は、「１株当

たり利益」（ＩＡＳ第３３号）に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり四半期利益は、「親会社の所有者に帰属する四半期利益」に基づき

算定された数値を記載してください。 



 

 
 

 【第４号参考様式の場合】 ・１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当

社株主に帰属する四半期純利益は、ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２６０「１株当たり利

益」に基づき算定した数値を記載してください。 

 【第７号参考様式の場合】 ・基本的１株当たり中間利益及び希薄化後１株当たり中間利益は、「１株当たり

利益」（ＩＡＳ第３３号）に基づき算定した数値を記載してください。 

・１株当たり中間利益は、「親会社の所有者に帰属する中間利益」に基づき算定

された数値を記載してください。 

指標の計算方法 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・総 資 産 ＝ 資産合計 

・純 資 産 ＝ 純資産合計 

・自己資本 ＝ 純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

・自己資本比率 ＝ （自己資本／総資産）×１００ 

  

 【第３号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・親会社所有者帰属持分比率 

親会社の所有者に帰属する持分 
×１００ 

資産合計 

 【第４号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

  ・株主資本 ＝ 期末資本合計（純資産）－期末非支配持分 

・株主資本比率 ＝ （株主資本／総資産）×１００ 

 【第５号参考様式の場合】 

【第６号参考様式の場合】 

 

・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・総 資 産 ＝ 資産合計 

・純 資 産 ＝ 純資産合計 

・自己資本 ＝ 純資産合計－新株予約権－非支配株主持分 

・自己資本比率 ＝ （自己資本／総資産）×１００ 

 【第７号参考様式の場合】 ・連結財政状態に係る指標は、以下のとおり計算してください。 

・親会社所有者帰属持分比率 

親会社の所有者に帰属する持分 
×１００ 

資産合計 

営業利益及び税引前利益 

【第３号参考様式の場合】 

【第７号参考様式の場合】 

・営業利益及び税引前利益は、連結財務諸表上で開示する場合に記載してくださ

い。 

 

〔配当の状況〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

配当の状況 ・当期及び前期に属する日を基準日とする配当の状況を記載してください。 

・配当の状況欄のうち、配当しない基準日は以下のとおり記載してください。 

・定款に四半期配当の定めがある場合は「０．００」 

・定款に四半期配当の定めがない場合は「－」 

・年５回以上配当を行う場合又は四半期末以外を基準日とする場合には、配当の

状況の欄外にその旨を記載し、その内容をサマリー情報に３ページ目を追加し

て記載してください。 

※１．（３）⑦配当の状況の開示方法も参照してください。 

配当予想 ・前年度に係る決算短信において当期配当予想を開示している場合において、そ

の後新たな配当予想を算出しているときは、配当状況欄において、最新の当期

配当予想値を記載してください。 

・四半期決算短信（サマリー情報）ではなく、四半期決算短信（添付資料）や四

半期決算補足説明資料その他の資料において配当予想に係る記載を行う場合に



 

 
 

は、当該配当予想の概要や、他の開示資料を参照すべき旨等を適切に記載する

ことが考えられます。 

・配当予想額が未定の場合又は配当予想額を算出していない場合には、配当の状

況欄に「－」を記入又は当該欄を削除したうえで、その旨を記載することが考

えられます。 

・四半期決算短信の開示と同日に配当予想の修正を行う場合は、「直近に公表さ

れている配当予想からの修正の有無」を有としたうえで、別途開示を行う必要

があります。なお、当該四半期決算短信において、当該修正内容を適切に開示

している場合は、別途開示を省略することができます（１．（３）②決算短信

に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い参照）。 

 

〔投資者が通期業績を見通す際に有用と思われる情報〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

投資者が通期業績を見通

す際に有用と思われる情

報 

※２．（２）②決算短信（サマリー情報）の記載上の注意事項〔投資者が通期業績を見

通す際に有用と思われる情報〕を参照してください。 

・四半期決算短信の開示と同日に「業績予想の修正等」を行う場合は、「直近に公表さ

れている業績予想からの修正の有無」を有としたうえで、修正後の予想値を理由とと

もにご記載ください。また、一定以上の変動が生じる場合には、別途開示を行う必要

があります。なお、当該四半期決算短信において、当該修正内容を適切に開示してい

る場合は、別途開示を省略することができます（１．（３）②決算短信に他の適時開

示項目が含まれる場合の取扱い参照）。 

  

 



 

 
 

〔その他〕 

 

（参考様式抜粋） 

 
 

開示事項 開示・記載上の注意 

当四半期連結累計期間における

重要な子会社の異動 

 

・当四半期連結累計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社（開示府令第

１９条第１０項に規定する特定子会社）の異動の有無を記載してください。 

・異動がある場合は「有」とした上で、新たに連結範囲の対象となった特定子会

社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された特定子会社の社数及び

社名を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

  

 当中間期における重要な子

会社の異動 

【第５号参考様式の場合】 

【第７号参考様式の場合】 

・当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社（開示府令第１９条第１０

項に規定する特定子会社）の異動の有無を記載してください。 

・異動がある場合は「有」とした上で、新たに連結範囲の対象となった特定子会

社の社数及び社名並びに連結範囲の対象から除外された特定子会社の社数及び

社名を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用 

 

・四半期連結財規第１２条に規定する「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計

処理」の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 
  

 簡便な会計処理及び特有の

会計処理の適用 

【第４号参考様式の場合】 

・簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用の有無を記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示 

 

・当四半期連結累計期間における四半期連結財規第１０条の２及び第１０条の３

に規定する会計方針の変更、四半期連結財規第１０条の４に規定する会計上の

見積りの変更及び四半期連結財規第１０条の６に規定する修正再表示の適用の

有無を記載してください。 

・四半期連結財規第１０条の５に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積

りの変更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計

方針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の

変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその

旨を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

  

  

 会計方針の変更・会計上の ・当四半期累計期間における四半期財規第５条及び第５条の２に規定する会計方



 

 
 

見積りの変更・修正再表示 

【第２号参考様式の場合】 

針の変更、四半期財規第５条の３に規定する会計上の見積りの変更及び四半期

財規第５条の５に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・四半期財規第５条の４に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの変

更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針の

変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変更」

及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨を記

載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更 

【第３号参考様式の場合】 

・当四半期連結累計期間における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積

りの変更の有無について記載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ

第８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分

けて、その有無を記載してください。 

※ 必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更 

【第４号参考様式の場合】 

・当四半期連結累計期間における会計方針の変更（ＡＳＣ Ｔｏｐｉｃ２５０

「会計方針の変更及び誤謬の訂正」に規定する会計方針の変更に該当する事

項）の有無を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の変更」に該当します。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第５号参考様式の場合】 

・当中間期における中間連結財規第１１条の２及び第１１条の３に規定する会計

方針の変更、中間連結財規第１１条の５に規定する会計上の見積りの変更及び

中間連結財規第１１条の７に規定する修正再表示の適用の有無を記載してくだ

さい。 

・中間連結財規第１１条の６に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積り

の変更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方

針の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨

を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示 

【第６号参考様式の場合】 

・当中間期における中間財規第５条及び第５条の２に規定する会計方針の変更、

中間財規第５条の２の３に規定する会計上の見積りの変更及び中間財規第５条

の２の５に規定する修正再表示の適用の有無を記載してください。 

・中間財規第５条の２の４に該当する場合（会計方針の変更を会計上の見積りの

変更と区別することが困難な場合）は、「① 会計基準等の改正に伴う会計方針

の変更」及び「③ 会計上の見積りの変更」又は「② ①以外の会計方針の変

更」及び「③ 会計上の見積りの変更」を「有」としたうえで、欄外にその旨

を記載してください。 

※会計基準を早期適用する場合は、「② ①以外の会計方針の変更」に該当しま

す。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 会計方針の変更・会計上の

見積りの変更 

【第７号参考様式の場合】 

・当中間期における重要な会計方針の変更及び重要な会計上の見積りの変更の有

無について記載してください。 

・重要な会計方針の変更は、ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更（ＩＡＳ

第８号第１４項（ａ））とそれ以外の変更（ＩＡＳ第８号第１４項（ｂ））に分

けて、その有無を記載してください。 

※ 必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 



 

 
 

発行済株式数 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中

平均株式数（１株当たり四半期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）

を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 

 【第３号参考様式の場合】 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中平

均株式数（基本的１株当たり四半期純利益の算定上の基礎となる期中平均株式

数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 

（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第４号参考様式の場合】 ・当四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済

株式数（自己株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当四半期連結累計期間及び前年同四半期連結累計期間の普通株式に係る期中平

均株式数（１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の算定上の基礎となる

期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第５号参考様式の場合】 

【第６号参考様式の場合】 

・当中間期末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株式数（自己

株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間期及び前年中間期の普通株式に係る期中平均株式数（１株当たり中間純

利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 【第７号参考様式の場合】 ・当中間期末及び前連結会計年度末における普通株式の期末発行済株式数（自己

株式を含む。）及び期末自己株式数を記載してください。 

・当中間期及び前年中間期の普通株式に係る期中平均株式数（基本的１株当たり

中間純利益の算定上の基礎となる期中平均株式数）を記載してください。 

※株式数は１株単位で記載してください。 

※必要に応じて添付資料を参照する旨を記載してください。 
［記載例］ 
（注）詳細は、添付資料 P.**「○○○○」をご覧ください。 

 



 

 
 

〔個別業績の概要（特定事業会社の場合）〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

個別情報 

【第５号参考様式の場合】 

【第７号参考様式の場合】 

・「連結経営成績及び連結財政状態」の記載上の注意に準じて記載してくださ

い。 

※「自己資本」は「純資産合計－新株予約権」となります。 

※上場会社が投資者ニーズを踏まえた上で、投資判断情報としての有用性が乏し

いと判断する場合には、表題を含めて記載を省略することができます。 

 

 

〔特記事項〕 

 

（参考様式抜粋） 

 

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 

 

（参考様式抜粋：特定事業会社の第２四半期の場合） 

 

※ 中間決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 



 

 
 

 

開示事項 開示・記載上の注意 

四半期決算短信が四半期レ

ビュー手続の対象外である旨の

表示 

※四半期決算短信において開示される四半期連結財務諸表については、金商法上

の四半期レビュー手続の対象ではありません。この参考様式においては、「※ 

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です」と

の表示を行うことにより、その点を明確化するとともに、投資者に対して注意

喚起を行っています。 

業績予想の適切な利用に関する

説明 

・投資者による将来予測情報の適切な利用を促す観点から、実績を当初の予想値

から大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、将来予測情報の

利用に関する注意文言を分かりやすく記載することが考えられます。 

・四半期決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の背景や前提条件

などの要旨を記載するほか、それらの内容を記載した四半期決算短信（添付資

料）の該当箇所を参照すべき旨を記載することが考えられます。 

・四半期決算短信（サマリー情報）に記載された将来予測情報の自社における位

置付け（例えば、客観的予想、目標、保守的なコミットメントなどが想定され

ますが、これらに限定されるものではありません。）について、注意文言の中

に含めて記載することが考えられます。 
 
［記載例］ 

①リスク要因に言及する場合 
（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して

いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社
として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ
り大きく異なる可能性があります。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要

な要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限
定されるものではありません。 
（１）・・・ 

（２）・・・ 
業績予想の前提となる仮定等については、添付資料 P.**「○○○○」をご覧くだ

さい。 

 
②リスク要因等の説明を添付資料に記載する場合 
（将来に関する記述等についてのご注意） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手して
いる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社
として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因によ

り大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利
用に当たっての注意事項等については、添付資料 P. **「○○○○」をご覧くださ
い。 

その他特記事項 ・必要に応じて、四半期決算補足説明資料や説明会内容（説明会・電話会議の状

況説明や動画・音声情報等）の入手方法を記載してください。 

・投資者が四半期決算の内容を適切に理解するうえで特に必要な事項を記載して

ください。 

 

 


